
広報

っ
て
い
ま
す
。
納
期
限
を
守
り
、
き
ち
ん

と
納
め
ま
し
ょ
う
。

特
別
な
事
情
も
な
く
国
民

特
別
な
事
情
も
な
く
国
民
健
康
保
険

健
康
保
険

税
を
滞
納
す
る
と

税
を
滞
納
す
る
と

・ 

督
促
を
受
け
た
り
、
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

・ 
有
効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

・ 

納
期
限
か
ら
１
年
を
過
ぎ
て
も
未
納
と
な

っ
て
い
る
場
合
は
、
被
保
険
者
証
を
返
還

し
て
い
た
だ
き
、
代
わ
り
に
資
格
証
明
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
医
療
費

は
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

ど
う
し
て
も
納
付
が
困
難
な
場
合
は

ど
う
し
て
も
納
付
が
困
難
な
場
合
は

　

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
税
務
課
で
納
付
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

　

非
自
発
的
な
理
由
で
失
業（
倒
産
・
解

国
民
健
康
保
険
制
度
の
し
く
み

国
民
健
康
保
険
制
度
の
し
く
み

　

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
医
療
費

の
心
配
を
せ
ず
に
治
療
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
み
な
さ
ん
で
お
金
を
出
し
合
う
の
が

医
療
保
険
制
度
で
す
。
私
た
ち
は
、
い
ず

れ
か
の
医
療
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
国
民
皆
保
険
制
度
と

言
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
も
医
療
保
険
の
一
つ
で

あ
り
、
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

方
以
外
の
全
て
の
方
が
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
定
健
診
な
ど

の
保
健
事
業
や
、
年
々
増
加
す
る
医
療
費

の
支
払
い
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
国
民
健

康
保
険
税
は
こ
れ
ら
の
費
用
の
財
源
と
な

雇
・
雇
止
め
に
よ
る
離
職
）し
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
で
雇
用
保
険
の
受
給
手
続
を
し
た

65
歳
未
満
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
健

康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
発
行
の
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

医
療
機
関
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度

医
療
機
関
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度

　

医
療
機
関（
病
院
・
薬
局
な
ど
）で
支
払

う
医
療
費
の
一
部
負
担
金（
自
己
負
担
分
）

に
つ
い
て
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、
生
活

が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
減
額
、
免
除
、
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
住
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

① 
災
害（
震
災
・
風
水
害
・
火
災
な
ど
）に
よ

り
死
亡
ま
た
は
障
害
者
と
な
っ
た
場
合

② 

災
害
に
よ
り
資
産
に
重
大
な
損
害
を
受

け
た
場
合

③ 

干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
な
ど
に
よ
る

農
作
物
の
不
作
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著

し
く
減
少
し
た
場
合

④ 

事
業
・
業
務
の
休
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

社
会
保
険
な
ど
の
職
場
の
健
康
保
険

社
会
保
険
な
ど
の
職
場
の
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
た
方
へ

に
加
入
さ
れ
た
方
へ

　

社
会
保
険
な
ど
の
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合
、
住
民
課
で
国
民
健
康
保

険
の
資
格
喪
失
手
続
が
必
要
で
す
。

　

手
続
が
お
済
み
で
な
い
と
、
健
康
保
険

料（
税
）を
二
重
に
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
後

は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。
使
用
し
た
場
合
、
保
険

分
の
金
額
を
町
へ
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

社
会
保
険
な
ど
の
職
場
の
健
康
保
険
の

被
保
険
者
証

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

◎
国
民
健
康
保
険
制
度
の
こ
と

　
　
　

住
民
課
国
保
年
金
班　

☎（
84
）１
２
１
４

　
　

◎
国
民
健
康
保
険
税
の
こ
と

　
　
　

税
務
課
収
納
対
策
班　

☎（
84
）１
２
１
２

1111
月
は「
ち
ば
国
保
月
間
」で
す

月
は「
ち
ば
国
保
月
間
」で
す

ちばこくほ
マスコットキャラクター
「ちーこちゃん」
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